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入 札 説 明 書 

 

福岡県住宅供給公社が発注する令和６年度福岡県住宅供給公社クラシオン木町アネッ

クス外壁改修その他工事（一般競争入札）に係る入札公告に基づく入札については、関係

法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 公告日 

令和６年 12 月 11 日 

 

２ 担当部署 

（１）入札手続に関すること 

   〒８１０－８５３８ 福岡市中央区天神５丁目３番１号（須崎ビル３階） 

   福岡県住宅供給公社総務部総務企画課 

電話番号 ０９２－７８１－８０１６ 

（２）工事に関すること 

   〒８１０－８５３８ 福岡市中央区天神５丁目３番１号（須崎ビル３階） 

   福岡県住宅供給公社建設事業部建設計画課 

電話番号 ０９２－７８１－８０１５ 

 

３ 工事内容等 

「設計図書」のとおり 

（１）工 事 名  令和６年度 福岡県住宅供給公社 クラシオン木町アネックス外壁改

修その他工事 

（２）工事場所  北九州市小倉北区木町１丁目４番１号 

（３）工事概要  改修工事（外壁改修、防水改修、鉄部塗装、照明改修、構内舗装工事、

サイン工事他）          

 

４ 工期 

  契約締結日から令和７年９月 30 日まで 

 

５ 入札参加資格（地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

  建築一式工事について、「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参

加する者に必要な資格」（平成 28 年３月福岡県告示第 219 号）に定める資格を得ている

者（令和６年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」

という。）登載者）。 

 

６ 入札参加条件（地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５の２の規定

に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。） 

令和６年 12 月 25 日（水曜日）現在において、次の条件を満たすこと。なお、開札時

点においても、同条件を満たすこと。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に該当する者でないこと。 

（２）福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱（昭和 62 年６月 30 日総務部

長依命通達）に基づく指名停止期間中及び福岡県住宅供給公社建設工事に係る建設業
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者の指名停止等措置要綱（平成 20 年３月 27 日公社要綱第１７号）に基づく指名停止

期間中でないこと。なお、指名停止期間中でないこととは、入札参加申込受付の期限

日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていないことをいう。 

（３）福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱（昭和 54 年９月 22 日総務部長

依命通達）第７条第２項の規定に基づく措置期間中及び福岡県住宅供給公社建設工事

に係る建設業者の指名停止等措置要綱（平成 20 年３月 27 日公社要綱第 17 号）に基づ

く措置期間中でないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと（更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始

決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿の登載

者を除く。）。 

（５）当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本・人事面において関連が

ある建設業者でないこと。 

ア 設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。 

株式会社イデア設計（北九州市小倉北区） 

イ 当該受託者と資本・人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該

当する者である。 

（ア）当該受託者又は建設業者が法人税法上の同族会社であって、一方が他の一方の

同族会社の判定基準となる場合における当該建設業者 

（イ）当該受託者及び建設業者がいずれも法人税法上の同族会社であって、両者の同

族会社の判定基準となる者が重複する場合における当該建設業者 

（ウ）建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねてい

る場合における当該建設業者 

（６）建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項に規定する営業所のうち主たる営

業所を、北九州県土整備事務所管内の北九州市小倉北区、小倉南区及び門司区に有す

ること。 

（７）建築一式工事に係る入札参加資格者名簿の業者等級別格付が、Ａa であること。 

（８）建築工事業について、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 15 条の規定による特

定建設業の許可を受けていること。 

（９）平成 21 年度以降に元請として、次のいずれかの工事を施工した実績（共同企業体に

よる施工については出資割合が 20％以上の工事に限る）を有すること。なお、面積は、

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）による建築物１棟分の延床面積とする。 

ア 主たる構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、500

㎡以上の建築物の新築、改築又は増築に係る建築一式工事 

イ 主たる構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、2,000 ㎡以上

の建築物の改修（契約額 1 千万円以上の工事で、主たる工事が外壁改修であるも

のに限る。）に係る建築一式工事 

   

（10）建築工事業について監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を専

任の監理技術者として契約工期開始日から当該工事に配置できること。ただし、建設

業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下「特例監理技術者」

という。）を契約工期開始日から当該工事に配置できる場合（別紙参照）及び現場説明

書に専任を要しない期間の定めがある場合は、この限りでない。  

（注意）  
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「専任の監理技術者及び特例監理技術者」は、所属建設業者と入札申込日以前に

３か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係があること。また、建設業法第７条第１号 

に該当する経営業務の管理責任者でない者及び同法第７条第２号又は第 15 条第２

号の規定による営業所における専任の技術者でないこと。 

 

（11）本工事において、特例監理技術者の配置を行う場合は、次のア～ケの要件をすべて

満たさなければならない  

ア 特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。） 

を専任で配置すること。 

イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、

学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者

補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める

技術検定種目と同じであること。 

ウ 監理技術者補佐は入札参加者と３か月以上直接的かつ恒常的な雇用関係にあるこ

と。 

エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までと

する。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工

期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象と

なる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約が随意契

約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみ

なす。） 

オ 特例監理技術者が兼務できる工事は、福岡県内の工事（福岡県住宅供給公社発注

工事に限らない。）でなければならない。 

カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工

程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

ケ 現場の安全管理体制について、特例監理技術者が統括安全衛生責任者を兼ねてい

ないこと。 

（12）福岡県住宅供給公社が発注した建築一式工事、電気工事、管工事、塗装工事、内装

仕上げ工事又は解体工事について、施工中又は落札後契約手続中でないこと。(保全業

務委託契約に基づく工事を除く。) 

 

７ 契約条項等を示す場所及び日時 

本件工事に係る工事請負契約書案の縦覧を２の（１）、現場説明書及び設計図書の縦

覧を２の（２）の部局で行う。 

縦覧期間は、令和６年 12 月 11 日（水曜日）から令和７年２月 14 日（金曜日）まで

の毎日（ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に定める国民の祝日及び年末年始（12 月 29 日から１月３日）（以下「本公社の休日」と

いう。）を除く。）、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで 

なお、参考数量書及び設計図書については令和６年 12 月 11 日（水曜日）から令和６

年 12 月 25 日（水曜日）までの本公社の休日を除く毎日、２の（１）の部局から電子媒

体により提供する（無償）。 

注１）電子媒体によるデータは、ＤＶＤによる配布とする。なお、事前に２の（２）の

部局に電話すること。 
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注２）電子媒体によるデータ希望者は、次の利用条件を遵守すること。 

（ア）設計図書等については、本工事の入札参加を目的とする以外一切の利用を禁止

すること。 

（イ）当該データ漏洩が生じることのないよう、責任を持ってデータ管理を徹底する

こと。 

（ウ）当該データは入札（令和７年２月 14 日）後、速やかに削除し、破棄すること。 

 

８ 設計図書等に関する質問及び回答 

（１）質問書の受付 

設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。 

なお、書面は、次の受付場所への持参、郵送又はＦＡＸ送信により提出すること。

また、ＦＡＸ送信による提出の場合は、必ず着信確認をすること。 

ア 受付場所 

２の（２）の部局とする。   ＦＡＸ番号 ０９２－７８１－８５４０ 

イ 受付期間 

令和６年 12 月 12 日（木曜日）から令和７年１月 23 日（木曜日）までの本公社

の休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

（２）質問書に対する回答 

質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。また、入札参加資格者（閲覧開

始時に入札辞退届を提出している者を除く。）には、閲覧の開始日に回答をＦＡＸ送信

する。 

ア 閲覧場所 

２の（２）の部局とする。 

イ 閲覧期間 

令和７年１月 27 日（月曜日）から令和 7 年２月 14 日（金曜日）までの本公社の

休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

※ 上記は、設計図書等に対する質問であり、設計図書等以外の質問は受け付けない。 

 

９ 入札参加申込みの受付 

（１）申込受付期間 

令和６年 12 月 12 日（木曜日）から令和６年 12 月 25 日（水曜日）までの本公社の

休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

（２）受付場所 

２の（１）の部局とする。 

（３）提出書類 

ア 入札参加申込確認票【様式第８号】 

イ 入札参加申込書【様式第１号の１】 

ウ 特定建設業許可通知書（写し）【見本１】 

エ 令和６年度入札参加資格審査申請書の受理票（写し）【見本２】 

オ 経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書（写し）【見本３】（最新のもの） 

カ 商業登記簿謄本（原本）（申込日より３カ月以内のもの） 

キ 法人税申告書別表２（写し）【見本４】 

ク 同種工事施工実績調書【様式第２号】 

（実績工事に係る請負契約書の写し、実績工事がＪＶの場合は共同企業体協定書の

写し、設計図書の写し、工事完了確認書類の写し等を添付すること） 
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ケ 主任（監理）技術者等の資格・工事経験調書【様式第３号】 

   （免許等を確認できる書類の写し、監理技術者資格者証の写し（両面）、監理技術者

講習修了証の写し（両面）、健康保険証等雇用を確認できる書類の写し等を添付す

ること。） 

コ 福岡県住宅供給公社工事施工調書【様式第７号】 

（４）その他 

ア 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

イ 提出書類は、本公社において無断で他の目的に使用しないものとする。 

ウ 提出書類は、返却しない。 

エ 提出書類の提出は、２の（１）部局へ持参することにより行うものとし、郵送又

は電送によるものは受け付けない。 

 

10 入札参加確認通知 

  入札参加の可否は、令和７年１月 16 日（木曜日）に入札参加確認通知書により通知す

る。 

 

11 入札参加ができないと決定した者に対する理由の説明 

（１）入札参加ができないと決定された者は、その理由について説明を求めることができ

る。 

（２）（１）の説明を求める場合には、令和７年１月 17 日（金曜日）から令和７年１月 23

日（木曜日）までに、書面にておこなわなければならない。 

（３）書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

（４）説明を求められたときは、令和７年１月 30 日（木曜日）に説明を求めた者に対し書

面により回答する。 

（５）（２）の書面の提出先は、次のとおりとする。 

福岡県住宅供給公社総務部総務企画課（電話番号：０９２－７８１－８０１６） 

 

12  入札の日時、場所及び入札書の提出方法 

（１）日時 

令和７年２月 14 日（金曜日） 午後２時 00 分 

（２）場所 

福岡市中央区天神５丁目３番１号 福岡県住宅供給公社 Ａ会議室 

（３）入札書の提出方法 

12 の（１）の日時に直接持参するものとする。 

 

13 開札の日時及び場所 

入札後、直ちに 12 の（２）の場所において行う。 

 

14 工事費内訳明細書の提示 

入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書を入札日に入

札書とともに 12 の（２）の場所において提示しなければならない。また、落札決定後、

落札者は当該工事費内訳明細書を提出すること。 

なお、入札に際し、工事費内訳明細書の提示がない場合は、入札に参加することがで

きない。 
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15 入札保証金 

見積金額（税込み。以下同じ。）の 100 分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担

保を入札日の午後１時 30 分までに２の（１）の部局に納付又は提供すること。ただし、

次の場合は、入札保証金の納付が免除される。 

（１）本公社を被保険者とする入札保証保険契約（見積金額の 100 分の５以上）を締結し、

その証書を提出する場合。なお、保険期間は、開札の日から８日間とする。 

（２）開札の日から過去２年以内に、本公社若しくは地方公共団体又は国（独立行政法人

等を含む。）との同種・同規模の契約を履行（２件以上）したことを証明する書面を提

出する場合 

 

16 契約保証金 

契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供をす

ること。ただし、次の場合は、契約保証金の納付が免除される。 

（１）保険会社との間に本公社を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の 100 分の

10 以上）を締結し、その証書を提出する場合 

（２）保険会社等と工事履行保証契約（契約金額の 100 分の 10 以上）を締結し、当該保険

会社等が保証証書を提出する場合 

 

17 入札の無効 

次の入札は無効とする。 

（１）金額の記載がない入札 

（２）法令又は入札説明書、現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する

条件に違反している入札 

（３）同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 

（４）入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札 

（５）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 

（６）金額の訂正をした入札書による入札 

（７）入札保証金が 15 に規定する金額に達しない入札 

（８）入札参加資格のない者、入札参加条件に反する者（入札参加の確認を受けた者で、

その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）

及び虚偽の申請を行った者がした入札 

 

18 最低制限価格の有無 

  有 

 

19 予定価格及び最低制限価格の事前公表の有無 

  有 

 

20 予定価格及び最低制限価格の事前公表の場所、方法、期間及び留意事項 

（１）場所及び方法 

２の（１）に掲示 

（２）期間 

令和７年１月 16 日（木曜日）から令和７年２月 14 日（金曜日）までの本公社の休

日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで 

（３）留意事項 
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ア 最低制限価格を下回る金額での入札は、失格となる。 

イ 予定価格以下の価格で入札できない者は、入札前に辞退すること。（辞退届を提出

すること。） 

 

21  落札者の決定の方法 

（１）予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を契約の相手

方とする。 

（２）予定価格と最低制限価格の範囲内で同額価格での入札者が複数の場合は、くじによ

り落札者を決定するものとする。 

（３）落札者の決定は、原則として開札日に行うものとする。 

 

22 その他 

入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（１）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他本公

社の情報を漏らしてはならない。 

（２）本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104

号）の対象工事であり、施工の際は、同法を遵守すること。 

（３）契約書作成の要否 

   要 

（４）入札参加者は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令、その他入

札契約に関する法令を遵守すること。 

（５）落札者は、契約の締結に当たって、工事請負契約書第 45 条の３第１項各号に該当し

ないこと及びこれに該当する者を下請負人としないこと等について誓約する誓約書を

提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。 

（６）落札者は９－（３）の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置するこ

と。 

（７）落札者は、契約締結後、設計図書等に定める工事目的物の機能、性能等を低下させ

ることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書等の変更に

ついて、発注者に提案することができる。 


